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第１回水戸市総合企画審議会第１小委員会 会議録 

 

１ 附属機関の会議の名称 

第１回水戸市総合企画審議会第１小委員会 

 

２ 開催日時 

令和５年 10 月 11 日（水）午後４時～午後４時 15 分 

 

３ 開催場所 

  水戸市役所本庁舎４階 政策会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 委員 

後藤通子，冨田敎代，袴塚孝雄，百武幸子，平松良崇，細田弥太郎，保立武憲， 

水嶋陽子，村井道男，横須賀聡子 

(2) 執行機関 

   小田木健治，小野瀬嘉行，須田秀人，德田恭子，平野孝典 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(1) 委員長，副委員長の選出について（公開） 

(2) その他（公開） 

 

６ 非公開の理由 

  なし 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る。） 

なし 

 

８ 会議資料の名称 

  資料１ 水戸市総合企画審議会 第１小委員会 日程表 

資料２ 小委員会における審議の手順 

 

９ 発言の内容 

【執行機関】それでは，時間がまいりましたので，ただいまから，第１回水戸市総合企画審議会

第１小委員会を開催させていただきます。 

委員長が選出されるまでの間，事務局で進行させていただきますので，よろしくお願いいた

します。 

はじめに，議事の(1) 委員長，副委員長の選出についてでありますが，審議会条例第８条第

４項の規定では，委員の互選により，委員長及び副委員長を選出することとなっております。
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これまでの通例といたしましては，事務局案をお示しさせていただいておりましたが，いかが

いたしましょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

【執行機関】それでは，事務局からということでございましたので，事務局案といたしまして，

委員長は  委員，副委員長は  委員にお願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

【執行機関】委員の皆様に御了承いただきまして，委員長は  委員，副委員長は  委員と決

定させていただきます。  委員，  委員には，委員長，副委員長のお席へ御移動をお願い

いたします。 

 

（委員長は委員長席，副委員長は副委員長席に着く） 

 

【執行機関】ここで，委員長，副委員長から一言，御挨拶を頂戴したく存じます。  委員長，よ

ろしくお願いいたします。 

 

【委 員 長】ただいま委員長に選出されました  です。大変な重責ですので，副委員長の  委

員とともに，皆様のお力を借りながら，スムーズな議事運営に努めてまいります。不慣れなと

ころがあるかもしれませんが，皆様からの活発な御提案，御意見をお願いいたします。どうぞ

皆様の御支援をよろしくお願いいたします。 

 

【執行機関】続きまして，  副委員長，よろしくお願いいたします。 

 

【副委員長】副委員長に選出されました  でございます。この総合計画をつくることが，水戸

の未来につながると思っております。そういった思いがございますので，皆さんの意見を取り

入れながら，活発な意見を交わし，より良い計画ができるように努めてまいりたいと思います。 

   委員長のサポートもさせていただきながら，この委員会を活発なものにできればと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

 

【執行機関】ありがとうございました。それでは，ここからは委員長に議事の進行をお願いいた

します。 

 

【委 員 長】それでは議長を務めさせていただきますので，委員の皆様，よろしくお願いいたし

ます。本日の会議録署名人については，  委員と  委員にお願いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

議事といたしまして，今後の進め方について，事務局から説明をお願いいたします。 
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（事務局説明） 

 

【委 員 長】ただいま事務局から説明がありましたが，何か御質問，御意見がございましたらお

願いいたします。 

 

（質問等なし） 

 

【委 員 長】それでは，今後このように進めてまいりたいと思いますので，御協力をお願いいた

します。何か御意見等がございましたら，事務局に御連絡をお願いいたします。 

また，事務局から案内のあったとおり，第２回小委員会で発言したい質問等がありましたら，

10 月 13 日（金）までに事務局宛て御連絡いただきますよう，御協力をお願いいたします。 

以上で本日の議事は終了いたしました。円滑な議事の進行に御協力いただき，ありがとうご

ざいました。それでは，進行を事務局に戻します。 

 

【執行機関】以上をもちまして，第１回水戸市総合企画審議会第１小委員会を終了いたします。

第２小委員会が終わりましたら，こちらの政策会議室で審議会を再開いたしますので，しばら

くお待ちください。 

 


